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職業実践専門課程として認定する専修学校の専門課程の推薦等の

手続について（依頼） 
 
 

平成３０年度における標記に関する都道府県知事等からの推薦、名称等変更、廃止、要件不適

合の届出については、別添１「専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規

程」、別添２「『専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程』に関する実

施要項」、別添３「『専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程』に関す

る記入要項」及び別添４「「職業実践専門課程」に関する主な質問に対する基本的考え方」に従

い、別添８「職業実践専門課程申請校一覧（都道府県等提出用）」とともに平成３０年１０月３

１日（水）までに下記担当あてに御提出いただくようお願いいたします。該当がない場合にも、

お手数ですが、その旨メールにて御連絡ください。 
 
また、昨年度の推薦・審査の状況等を踏まえ、推薦等に係る様式の一部内容を改正しています

ので、内容を御確認いただくことと併せて、この度送付する様式を用いて推薦等をお願いいたし

ます。 
 

あわせて、職業実践専門課程として既に認定された専修学校の専門課程が、認定後も引き続き

認定要件を満たしているかの確認（フォローアップ）を行うこととし、今年度においては、平成

２７年文部科学省告示第２３号において認定された専門課程を対象に、認定後の公表様式である

各学校の認定課程に関する別紙様式４及び補足資料を、別添９「職業実践専門課程既認定課程一

覧（平成２７年文部科学省告示第２３号において認定された専門課程）」とともに、平成３０年

１０月３１日（水）までに下記担当あてに御提出いただくことといたしますので、御留意くださ

い。御提出に際しては、別添５「「職業実践専門課程」既認定課程のフォローアップについての

基本的な考え方」を御参照ください。 
 
なお、フォローアップの対象となるかに関わらず、すべての既認定課程について最新の様式を

用いて情報の公表を行うよう、改めて周知願います。 
 
 



＜添付書類＞ 
 
【参考１】平成３０年度の推薦等に係る主な修正点について 
【参考２】平成３０年度のフォローアップに係る主な変更点について 
 
【別添１】専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程 
【別添２】「専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程」に関する実施

要項 
【別添３】「専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程」に関する記入

要項 
【別添４】「職業実践専門課程」に関する主な質問に対する基本的考え方 
【別添５】「職業実践専門課程」既認定課程のフォローアップについての基本的な考え方 
【別添６】認定要件充足状況等に関する調査記入要領 
【別添７】職業実践専門課程の認定要件・確認シート 
【別添８】職業実践専門課程申請校一覧（都道府県等提出用） 
【別添９】「職業実践専門課程」既認定課程一覧（平成２７年文部科学省告示第２３号において

認定された専門課程） 

 
※ 以上の資料については、文部科学省 HP においてダウンロードが可能。 

〈http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/1339274.htm〉 
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